
メールで「災害情報」をお知らせします！

問●町住民生活課　環境安全班 ☎0187（84）4903

携帯電話の画面に仮登録
画面が表示されたら『仮
登録メールを送信』ボタン
をクリックしてください。

①選択してくださいをクリックし
　て『防災情報メール』を選択して
　ください。
②姓、名の欄に名前を入力してく
　ださい。
③属性の欄で希望する情報（防災
　情報・クマ目撃情報）を選択して
　ください（両方選択も可能です）。
※何も選択していない場合は
両方の配信とします。

④『決定』ボタンをクリックしてく
　ださい。

　登録アドレスにメールを送信してもメールが戻っ
てくる方が多数います。毎月1回のテストメールが届
かない場合は、携帯電話の設定を確認してください。

　登録制メールは、右に表示され
ている「CNA Prime Message」
というシステム製品で運用して
います。

※お使いの携帯電話の機種などにより、表
　示される画面が異なる場合があります。

ＱＲコードが読み取れない携帯電話の方は、町住民生活課
までお越しいただき、登録することになります。
ＱＲコードから登録可能なメールアドレスは、ＮＴＴドコモ
（@docomo.ne.jp）、ａｕ（@ezweb.ne.jp）、ソフトバンク
（@softbank.ne.jp、@i.softbank.jp、@ymobile.ne.jp）、
Google（@gmail.com）、Apple（@icloud.com）です。
仮登録完了のメールが届かな
い方は、携帯電話の迷惑メール
機能が設定されていますので、
携帯電話の設定変更をしてくだ
さい。なお、設定を行ってもメー
ルが届かない、設定方法が分か
らない方は、携帯ショップなどに
相談してください。
携帯電話会社やメールアドレ
スの変更を行った場合は、再
登録が必要となります。

※1

※2

※3

※4

送信メール画面が表示さ
れますので、そのままメー
ルを送信してください。

　基本的に携帯電話のアドレスへの配信を想定しています
が、パソコンのアドレスへの配信を希望される方は、町住民
生活課までご連絡ください。

2

本登録のメール案内文
に表示されるアドレスを
クリックしてください。

4

メンバー本登録画面が
表示されますので、次の
とおり進んでください。

5

これで登録完了です。6

携帯電話のバーコードリーダー機能
でＱＲコードを読み取り、Ｅメールアド
レス登録ページに接続してください。

1

3

携帯電話の設定について

携帯電話での登録方法について

メール配信の内容について

１． 避難所の情報【開設・閉設に関すること】
２． 避難情報【警戒レベル 3高齢者等避難  4避難指示  5緊急安全確保】

３． クマ目撃情報
4. テストメール（毎月1回、月初め予定）

　登録制メールの配信停止を希望される方は、下記
のお問い合わせ先までご連絡ください。

登録制メール配信停止について

　町では、防災行政無線や緊急告知ＦＭラジオのほか、登録制メールも活用して「災害情報」をお知らせして
います。メール配信を希望される方は、次の手順で登録をお願いします。

警戒レベル4で必ず避難！！
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AndroidiOS

　町では、災害発生時や災害発生のおそれがある時に「Ｙａｈ
ｏｏ！防災速報アプリ」を活用し、避難所の開設情報や災害
への注意喚起情報を配信しています。アプリのダウンロード
方法および設定方法は次のとおりですので、スマートフォ
ンをお持ちの方はぜひご利用ください。

　スマートフォンのバーコードリーダー機能でＱＲコードを
読み取り、「Ｙａｈｏｏ！防災速報アプリ」をダウンロードして
ください。

※すでに当アプリを利用されている方は次の設定が必要です。
　１．アプリを開き、画面右下の「設定（歯車マーク）」を押します。
　２．「現在地連動」の通知設定を「オン」にします。
　３．「地域の設定」で「美郷町（仙北郡）」に設定します。
　４．「プッシュ通知する情報の選択」で「自治体からの緊急情報」
　　を「オン」にします。
　５．設定完了です。

Yahoo！防災速報アプリを活用して
「美郷町からの緊急情報」を配信しています

ダウンロード方法

　パソコンや従来型の携帯電話ではメール版を利用できま
すが、その場合はＹａｈｏｏ！ＪＡＰＡＮ ＩＤが必要になります

問●厚生労働省コールセンター　☎0120（400）903（受付時間：平日午前9：00～午後6：00）
　 町福祉保健課　福祉班 ☎0187（84）4907（平日午前8：30～午後5：15）

支給対象者 支給額 支給手続き
■給付金の申請手続きについて

必要書類とともに町福祉保健課窓口に直接、
または郵送で提出してください。審査後、指定
口座に可能な限り速やかに振込予定です。

上記以外で、収入が急変し住民税非課税
相当の収入となった方

令和4年４月分の児童手当または特別児童
扶養手当の受給者で住民税非課税の方

児童一人
につき
一律５万円

ウ

高校生のみ養育している方で住民税が非
課税の方イ

ア 申請不要です

申請が必要です

必要書類とともに町福祉保健課窓口に直接、
または郵送で提出してください。審査後、指定
口座に可能な限り速やかに振込予定です。

申請が必要です

※申請書類は町福祉保健課に備え付けているほか、町ホームページからダウンロードできます。

給付金の支給を希望しない場合は、
受給拒否届出書を提出してください。

子育て世帯生活支援特別給付金に関するお知らせ

支給
対象者

次の要件をすべて満たす方（ひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除く）
❶令和4年３月３１日時点で１８歳未満の児童（障害児の場合は20歳未満）を養育する父母等
　※令和5年２月末までに生まれた新生児等も対象になります。
❷令和4年度住民税（均等割）が非課税の方または令和4年１月１日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方

次の要件をすべて満たす方（ひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除く）
❶令和4年３月３１日時点で１８歳未満の児童（障害児の場合は20歳未満）を養育する父母等
　※令和5年２月末までに生まれた新生児等も対象になります。
❷令和4年度住民税（均等割）が非課税の方または令和4年１月１日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方

問●町住民生活課　環境安全班 ☎0187（84）4903

※４までの手順が終わったら、アプリ画面右下の「設定（歯車マーク）」
　を押し、「自治体からの緊急情報」を「オン」に設定してください。
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